
問 合 先　稲美町商工会　☎492-0200　FAX492-0557

いなみ冬景色2020いなみ冬景色2020いなみ冬景色2020いなみ冬景色2020

　今年で７回目となる「いなみ冬景色２０２０」を
今年も開催します。
　イルミネーションの幻想的な空間をお楽しみくだ
さい。
※イルミネーション点灯初日のイベント・模擬店の
出店などはありません。
点灯時間　12月５日（土） 18：00～21：00
　　　　　12月６日（日）～12月26日（土）
 17：00～21：00
会　　場　いなみ文化の森
　　　　　（コスモホール正面玄関前）
主　　催　稲美町商工会青年部
　　　　　稲美町商工会

　新型コロナウイルスの影響を考慮し、以下のケー
スに該当する場合はイルミネーションの点灯を中止
します。

・兵庫県に緊急事態宣言が発令されたとき
・稲美町内の学校において、新型コロナウイルス感
染症が発生したことを理由に休校となるとき
・稲美町内において、感染者数が１週間で５人以上
増加した場合
・上記以外で開催が妥当でないと主催者が判断した
とき

　イルミネーションご観覧の際は、ソーシャルディ
スタンスを確保するなど、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止にご協力ください。

イルミネーションの点灯についていなみ冬景色2020の開催について
光のウィンターナイト光のウィンターナイト

加古郡リサイクルプラザイベント情報加古郡リサイクルプラザイベント情報加古郡リサイクルプラザイベント情報
申込・問合先　☎437-7671（9：00～16：00）

①ステンドグラス教室
　ステンドグラスでクリスマス用のオーナメントやラン
プシェードをつくります。
と　き　12月 5 日（土）、 6 日（日） ［オーナメント作り］
　　　　12月12日（土）、13日（日） ［ランプシェード作り］
　　　　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　1,000円　　　定　員　各回４人
対　象　小学４年生以上（保護者同伴。同伴者は１人のみ。）
※半田ゴテを使って加工します。
※エプロンを持ってきていただくか、汚れてもいい服装で参加
してください。
※作品は後日引き渡しとなります。

　12月に開催を予定しておりました「第７回加古ちゃんの３Ｒフェスタ」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、今年度の開催を中止させていただきます。次回開催は、来年12月を予定しています。
　開催を楽しみにしていただいていた皆さんには大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い申し上
げます。

②ガラスの判子作り（サンドブラスト）
　来年の干支（丑）のデザインで判子を作って、年賀状
に使いませんか。
と　き　12月19日（土）、20日（日）
　　　　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　300円　　　
定　員　各回４人
対　象　小学生以上
　　　　（低学年は保護者同伴。同伴者は１人のみ。）
※カッターナイフを使って、ガラスに加工します。

「第７回加古ちゃんの３Ｒフェスタ」開催中止のお知らせ

　日頃のご愛顧に感謝して、加古ちゃんの有機肥料を、通常10㎏入袋200円のところを100円で販売します。
販 売 数　一世帯に10袋まで（総計500袋）　
　　　　　※応募者多数の場合は、抽選を行います。※引き渡しは５㎏入袋で行う場合があります。
引き渡し期間　抽選結果の発表時にお知らせします（１月中旬を予定）。
申込方法　往復ハガキまたはメールに、住所、氏名、電話番号、希望数を明記のうえ、お送りください。
　　　　　〒675-0155　加古郡播磨町新島60　加古郡リサイクルプラザ　 メールアドレス plaza@kakoeisei.or.jp
申込期限　12月16日（水）必着

加古ちゃんの有機肥料ご愛顧感謝半額販売について

　ポールを持って歩くことでより多くの筋肉を使う
ため、肥満解消や身体のゆがみの改善、姿勢矯正な
ど、通常のウオーキングより短時間で高い効果を得
ることができます。
開 催 日　12月６日、12月13日、12月20日
　　　　　（いずれも日曜日）９：00～11：00
集合場所　加古大池管理棟前
　　　　　※雨天時は中止とします。
定　　員　先着20人
持 ち 物　運動のできる服装と靴・飲み物
　　　　　※ポールは主催者側で用意します。
申込方法　いなみ野体育センター窓口または電話で

お申し込みください。
問 合 先　スポーツ推進委員会事務局
　　　　　（いなみ野体育センター内）
　　　　　☎492-1479

ポールウオーキング教室

参加者募集

ポールウオーキング教室

参加者募集

～やってビックリ！
　魔法のポールウオーキング～

参加無料

▶問合先　議会事務局　☎492-9147

　町議会では、住みよいまちづくりを目
指し、予算や条例の審議をはじめ、行政
に対する一般質問をしています。
　新型コロナウイルス感染症対策として、傍聴者の
定員を６人に制限しています。

第260回  定例会日程（予定）

定例会が開催されます定例会が開催されます

と　　き

11月27日（金）9：30～

12月 9 日（水）9：30～

12月10日（木）9：30～

12月14日（月）9：30～

予定されている主な内容

議案の提案理由の説明

一般質問

一般質問

議案に対する質疑・討論・表決

　議会開催時の生中継と録画放送が、インターネッ
トを利用してパソコンやスマートフォンなどで視聴
できます。
　詳しくは、町ホームページの「稲美町議会」「議会
映像インターネット配信」をご覧ください。

家屋を取り壊したときは届け出を
　令和３年度の固定資産税は、令和３年１月１日に存在する固定資産に対し
て１月１日の所有者に課税されます。
　適正な課税のため、令和２年１月２日以降に家屋の全部または一部を取り
壊した人は「滅失届出書」を提出してください。
■問合先　税務課　資産税係　☎492-9133

家を取り壊したら
「滅失届」を！

兵庫県と県内すべての市町は住民税の特別徴収を徹底しています。
従業員の個人住民税は、特別徴収で納めましょう！

　特別徴収とは、従業員の給与から個人住民税を差し引きし、事業主が従業員に代わって、毎月、市町に 
納入するものです。
◆この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主（給与支払者）
に義務づけられています。
◆特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の希望に応じて特別徴収を「行う」「行わない」
を決めるといったことはできません。
◆県と県内の全市町が特別徴収を徹底しています。ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収の方法による納税のしくみ

ご理解とご協力をお願いします

市役所・町役場
① 給与支払報告書の提出
　（１月31日まで）

③ 特別徴収税額の通知
　（５月31日まで）

⑥ 税額の納入
　（翌月10日まで）

④ 特別徴収税額の通知
　（５月31日まで）

⑤ 給与の支払いの際、
　 税額を徴収

（６月から翌年５月まで毎月）

② 税額の計算

事業所 給与所得者

問合先　税務課　住民税係　☎492-9132
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